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ポ
イ
捨
て
禁
止
条
例
制
定
の
考
え
は
な
い
か

意
識
の
啓
発
、
抑
止
の
観
点
か
ら
前
向
き
に
検
討

枦山　正木 議員

不法投棄されたごみ

　
「
ス
ト
ッ
プ
温
暖
化
一
村

一
品
大
作
戦
・
地
域
循
環
賞
」

「
ゴ
ミ
資
源
化
率
・
全
国
第

一
位
」
大
崎
町
の
名
は
、
今

や
全
国
的
に
有
名
と
な
り
、

国
内
各
地
か
ら
研
修
に
訪
れ

て
い
る
。

　

28
品
目
の
分
別
収
集
も
環

境
係
・
衛
生
自
治
会
、
町
民

の
尽
力
で
定
着
し
て
い
る
。

　

反
面
、
河
川
・
道
路
・
道

路
脇
の
山
や
畑
・
白
砂
青
松

の
松
林
の
中
等
、
至
る
所
に

粗
大
ゴ
ミ
・
資
源
ご
み
・
紙

オ
ム
ツ
や
食
べ
か
す
の
入
っ

た
ビ
ニ
ー
ル
袋
ま
で
ポ
イ
捨

て
さ
れ
て
い
る
。「
捨
て
る

人
」「
拾
う
人
」
が
二
極
化

公
共
団
体
・
事
業
者
・
国
民

の
義
務
が
明
確
に
さ
れ
て
い

る
が
残
念
な
が
ら
廃
棄
物
の

不
法
投
棄
は
後
を
絶
た
な

い
。
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
等
の

違
法
行
為
に
対
し
町
民
の
意

識
は
高
く
な
っ
て
い
る
も
の

の
、
モ
ラ
ル
の
低
下
し
た
一

部
の
個
人
排
出
者
、
事
業
所

が
違
法
に
ゴ
ミ
を
投
棄
し
て

い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

罰
則
を
含
め
た
条
例
の
制

定
を
す
る
に
は
、
監
視
員
の

設
置
、
車
輌
の
配
置
等
経
費

面
、
投
棄
者
の
特
定
等
の
問

題
は
あ
る
が
、
町
民
へ
の
意

識
の
啓
発
、
不
法
投
棄
の
抑

止
の
観
点
か
ら
前
向
き
に
検

討
し
た
い
。

本
町
の
み
で
は
改
善
不
能

枦
山
議
員

　

本
町
は
国
道
、
県
道
、
グ

リ
ー
ン
ロ
ー
ド
等
縦
横
に
道

路
が
走
っ
て
い
る
。

　

河
川
や
道
路
脇
の
山
中
に

家
電
製
品
や
粗
大
ゴ
ミ
、
ビ

ニ
ー
ル
袋
に
入
れ
た
ゴ
ミ
が

捨
て
ら
れ
て
い
る
。
町
外
か

ら
持
ち
込
ま
れ
投
棄
さ
れ
た

ゴ
ミ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
ケ
ー
ス
も
数
件
あ
っ

た
。

　

一
町
だ
け
の
努
力
で
は
不

法
投
棄
は
無
く
な
ら
な
い
と

考
え
る
。
大
隅
半
島
全
域
の

市
町
が
、
歩
調
を
合
わ
せ
広

域
的
に
取
り
組
む
必
要
が
あ

る
と
思
う
が
、
そ
の
必
要
性

は
な
い
か
。

積
極
的
に
進
め
る

町　

長

　

一
般
ゴ
ミ
や
資
源
ご
み
、

粗
大
ゴ
ミ
・
産
業
廃
棄
物
の

不
法
投
棄
の
発
見
・
通
報
は

本
町
環
境
係
、
警
察
署
、
あ

る
い
は
県
大
隅
地
域
振
興
局

（
衛
生
管
理
課
）
が
連
携
し

な
が
ら
不
法
投
棄
者
の
確
認

作
業
を
実
施
し
て
い
る
。

確
認
で
き
た
投
棄
者
に
関
し

て
は
厳
し
い
指
導
、
注
意
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　

今
後
あ
ら
ゆ
る
会
議
に
お

い
て
、
環
境
美
化
の
た
め
、

不
法
投
棄
の
禁
止
、
水
質
の

浄
化
等
積
極
的
に
訴
え
る
べ

き
と
考
え
る
。

し
、
年
に
数
回
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
清
掃
活
動
も
参
加
者

が
激
減
し
て
い
る
の
が
実
情

で
あ
る
。
拾
っ
て
も
拾
っ
て

も
減
ら
な
い
ゴ
ミ
に
対
し
、

「
生
産
性
の
な
い
活
動
」
と

感
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
？

　

廃
棄
物
処
理
法
第
16
条

「
投
棄
の
禁
止
」、
罰
則
第
25

条
14
項
に
照
ら
し
合
わ
せ
罰

則
を
含
め
た
廃
棄
物
の
ポ
イ

捨
て
禁
止
条
例
の
制
定
は
で

き
な
い
か
。

条
例
制
定
は
前
向
き
に
検
討

町　

長

　

廃
棄
物
を
取
り
ま
く
環
境

は
、
循
環
型
社
会
形
成
推
進

法
、
そ
の
柱
の
下
に
廃
棄
物

の
適
正
処
理
と
リ
サ
イ
ク
ル

を
推
進
す
る
容
器
包
装
リ
サ

イ
ク
ル
法
な
ど
多
く
の
関
連

法
が
整
備
さ
れ
、
国
・
地
方

不法投棄の現地確認作業


